
様式３

契約

道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）着工

01

小林舘の川線 予定価格
自 南会津郡只見町大字亀岡地内 最低制限価格
至 調査基準価格

100002474

100002497

100002500

100002506

100002507

100002510

100002513

100002515

100002516

100002523

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」
と読み替えるものとする。

（１）
（株）鈴木建設

（３）

（２）

（４） 辞退
（１）

東邦土建工業（株）
（３）

（２）

（４） 辞退

辞退
（１）

辞退
（１）

三立土建（株）
（３）

（２）

（４）
10,497,200

南会津郡南会津町界字上田下２６５６

11,546,920
（１）

山星建設（株）
（３）

（２）

（４）

（１）

（株）舘岩工務所
（３）

（２）

（４） 辞退
（１）

渡部土木工業（株）
（３）

（２）

（４）

（１）

永洸建設（株）
（３）

（２）

（４） 辞退
（１）

大栄建設（株）
（３）

（２）

（４）
11,350,000

吉野建設（株）
（３）

（２）

（４）
11,000,000（１）（株）南会西部建設コーポレー

ション　南会津事業所 （３）

（２）

（４）
11,500,000

令和5年7月3日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

41360 南会津建設事務所

令和5年7月5日

令和5年7月5日

令和6年3月29日

23-41360-0094

令和5年6月29日
一般土木工事

工事執行機関

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

(予定価格に占める
法定福利費概算額) 415,739

当初・変更

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

道路改良工          Ｌ＝２９．０ｍ      Ｗ＝６．０          （８．０）ｍ

12,494,900

230507

11,495,220



様式３

契約

道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）着工

01

小林舘の川線 予定価格
自 南会津郡只見町大字亀岡地内 最低制限価格
至 調査基準価格

100002532

100002534

100002540

100003550

100020255

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」
と読み替えるものとする。

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

辞退
（１）

（３）

（２）

（４）
11,150,000（１）

（株）サンセイ
（３）

（２）

（４）

（１）

（株）新井組
（３）

（２）

（４） 辞退
（１）

（株）山田組
（３）

（２）

（４）

久米工業（株）
（３）

（２）

（４） 辞退
（１）

（株）渡部工務所
（３）

（２）

（４） 辞退

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

41360 南会津建設事務所

令和5年7月5日

令和5年7月5日

令和6年3月29日

23-41360-0094

令和5年6月29日
一般土木工事

工事執行機関

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

(予定価格に占める
法定福利費概算額) 415,739

当初・変更

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

道路改良工          Ｌ＝２９．０ｍ      Ｗ＝６．０          （８．０）ｍ

12,494,900

230507

11,495,220

令和5年7月3日



指 名 選 考 し た 理 由 

工事番号：２３－４１３６０－００９４ 

   当該箇所は、小林館の川線の南会津郡只見町大字亀岡地内における道路改良工事で

あり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、

只見町近傍にある企業のうち、地理的要件、技術的適正、地域貢献等を総合的に勘案

し、南会津建設事務所から１６者の内申があった。 

   地方審査委員会において、福島県地域の守り手育成型方式試行要領第５条第２項に

基づき審議した結果、別紙記載の１４者を指名選考することとした。 


